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平成２３年度 社会福祉法人富里市社会福祉協議会事業計画 

 

○○○○基本方針基本方針基本方針基本方針    

  少子高齢化や核家族化が進み、生活様式の多様化、コミュニティ意識の希薄化な

どにより、富里市でも多種多様な福祉サービスが求められています。 

  このような地域社会を取り巻く環境の変化に対応するため、「みんなでつくる 笑

顔あふれるまち・富里」をまちづくりの理念として、平成２２年度より富里市と協

力して「地域福祉計画」「地域福祉活動計画」の策定を進めています。本年度はこ

れまでの地域座談会などで得た様々な意見をまとめ、計画の素案づくりを進めてま

いります。 

  また各福祉事業、公益事業においては、昨年度までの事業を継続しつつ、市民の

みなさんの声が少しでも反映できるよう細かな部分にも目を向け取り組んでまいり

ます。福祉センター全館の管理、運営も２年目を迎え、これまでの検討課題を整理

し、市民のみなさんの福祉活動の拠点となるよう、市と協議をしながらより良い運

営ができるよう努めます。 

財政面では、昨年度に引き続き補助金や委託金は厳しい状況です。自主財源であ

る会費や共同募金の理解、協力につながるよう、広報紙等を活用するなどして本会

事業の積極的な PR に取り組んでまいります。一方限りある資金を有効に活用するた

め各事業の課題を整理、検討し、さらに新たな事業創出も視野にふまえた地域福祉

の充実、向上に努めます。 

 

○○○○事業計画事業計画事業計画事業計画    

    

１．１．１．１．法人運営事業法人運営事業法人運営事業法人運営事業    

（１）会務の運営 

   ①理事会及び評議員会の開催  《予算、決算、事業計画等の審議他》 

   ②監査の実施  

・監事による監査 年 1 回    《決算書等の監査》 

       ・内部監査    年３回    《試算表等の監査》 

                       （法人：会議費 ２９７千円） 
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（２）会員及び会費（社会福祉協議会会員規程に基づく） 

 地域福祉事業を推進するため、会員の募集及び会費収入は大変重要である。６月か

ら７月の推進期間を中心に、区長会を通して一般会費の納入を依頼するとともに、広

報紙で会費の重要性を PR し広く会員の募集をする。 

 

 ①一般会員 

会費（一口） 支部 加入世帯数 会費予算額 

５００円 １０７ １２，０５０ ６，０２５，０００円 

 ②賛助会費 

会費（一口） 会員数 口数 会費予算額 

３，０００円 １２０ １２５ ３７５，０００円 

 ③団体会費 

会費（一口） 会員数 口数 会費予算額 

５，０００円 ３５ ７０ ３５０，０００円 

 

（３）寄付金品の受入（経理規程第２１条に基づく） 

 寄付者の意向を確認し、一般寄付については福祉基金への積立をし、指定寄付につ

いては平成２３年度にそれぞれの事業活動に有効活用する。また、寄付物品について

は、貸出用として活用するなど適切に運用する。 

 

（４）マイクロバス貸出（社会福祉協議会所有バス管理規則に基づく） 

 福祉団体等の研修、または福祉目的の活動を推進することを目的にマイクロバスの

貸出を行う。 

                  （法人：人件費・車両維持費他 ５４３千円） 

 

（５）職員の資質向上 

 福祉ニーズが多様化し、職員の専門的な知識の向上が必要となってきている。 

 県社協をはじめ、様々な機関で開催される研修等に積極的に参加する。また、自主

的な学習会を開催し資質の向上をはかる。 

 

２．２．２．２．地域福祉活動地域福祉活動地域福祉活動地域福祉活動推進推進推進推進事業事業事業事業    

（１）心配ごと相談事業（心配ごと相談所設置運営規程に基づく） 

心配ごと相談所は、市民の生活上の悩みことや心配ごとをもった方々の相談に応じ、
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個々の問題について適切な助言や指導にあたり、明るい家庭生活に導き地域福祉の向

上を図ることを目的とする。 

日時：毎週火曜日 １０時～１５時まで（月１回は人権・行政との合同相談） 

  場所：富里市福祉センター２階 相談室 

             （心配ごと相談事業：実費弁償他運営費 ２５３千円） 

 

（２）団体事業助成事業（財団法人千葉県地域ぐるみ福祉振興基金に基づく） 

 地域ぐるみ福祉振興基金の助成をうけ、民間の自主的な福祉活動を支援し、地域福

祉活動の基盤を整えるためボランティア団体等への助成をする。 

                  （団体事業助成事業：助成金 ３６１千円） 

 

（３）地区社会福祉協議会（地区社会福祉協議会設置規程に基づく） 

 小学校区を単位とした８地区社協の小地域における地域福祉活動を充実、育成を図

るために事業運営費を助成するとともに、事業活動に対する相談等に応じ支援する。 

                 （地区活動助成事業：助成金 １,６００千円） 

 

（４）地域ぐるみネットワーク事業 

   ①富里市福祉まつり開催    

                出会い・交流の場として、また福祉のＰＲの場として幅広い人々が安心して

参加し、身近な福祉と地域福祉の活性化につなげることを目的として開催。 

    福祉の向上に功労のあった個人または、団体に対しその功績をたたえるため

表彰状および感謝状を贈呈する。 

   ②福祉のまちづくり推進ポスター、標語の募集 

    福祉への関心を深めてもらうことを目的とし、市内小学校に呼びかけ、福祉

のまちづくり推進を目的としたポスター、標語の募集を行う。 

 

３．ボランティアセンター運営事業（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ３．ボランティアセンター運営事業（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ３．ボランティアセンター運営事業（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ３．ボランティアセンター運営事業（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ設置要綱に基づく）設置要綱に基づく）設置要綱に基づく）設置要綱に基づく）    

  市民のボランティア活動に関する理解と関心を深めるとともに、組織的なボラン

ティア活動の育成と連帯を図ることを目的にボランティアセンターの積極的な運営

に取り組む。 

 

（１）ボランティアコーディネーターの設置 

  ボランティア活動の相談、登録、斡旋、広報活動などを行うためボランティアコ

ーディネーター２名を置く。 
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また、安心してボランティア活動ができるようボランティア保険への加入を進める。 

 （ボランティアセンター運営事業：人件費 ２，２２１千円、活動費 ６５５千円） 

 （２）講習会の開催 

  地域福祉の担い手であるボランティアの育成等を目的とし、各種講習会を開催。 

        開催予定講座：傾聴ボランティア講座・保育ボランティア講座・手話講座 

  コミュニケーション講座 

            （ボランティアセンター運営事業：諸謝金 ３４２千円） 

 

４．共同募金配分金事業４．共同募金配分金事業４．共同募金配分金事業４．共同募金配分金事業    

 （１）高齢者交流ゲートボール大会の開催、及びグラウンドゴルフ大会への協賛 

（高齢者交流ゲートボール大会開催要項に基づく） 

  共同募金配分金事業の一環として市内に居住する高齢者、障害者の方を対象に健

康増進ための運動を目的に、ゲートボール競技を通じて交流を図る。 

  また、富里市グラウンドゴルフ協会が主催する大会に協賛し、スポーツを通して

高齢者等とのふれあいや親睦を図り健康増進に努める。 

                （老人福祉活動事業：大会賞品等 ４７千円） 

 

（２）給食サービス事業（給食サービス事業実施要綱に基づく）    

  在宅福祉事業の一環として市内に居住するひとり暮らし高齢者を対象に食事を提

供することにより、健康状態や安否確認を行い、万一の事態を事前に把握処理する

とともに、日常生活上のよき話し相手となり社会的孤独感を和らげ、福祉の充実を

図る。 

  毎月第２、第３木曜日を実施日とし福祉センター調理室を利用し、栄養士の指導

献立によりボランティアが調理し、配食ボランティアが班編成し利用者宅へ届ける。 

                 （老人福祉活動事業：食材費等 ５８８千円） 

 

 （３）ふくし寄席交流会の開催 

   それぞれの地区社会福祉協議会で実施している高齢者交流会を地区社会福祉協

議会共同開催という形にし、市内に在住の７５歳以上のひとり暮らしの方に対し

参加呼びかけを行い、普段観ることのできない寄席を生で感じ楽しんでいただく

とともに、その機会に情報交換や住民ニーズを把握し、更なる高齢者福祉活動の

活性化を目指す。 

     開催時期：平成２３年１１月頃を予定 
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     開催場所：富里市福祉センター集会室 

     対 象 者：市内在住の７５歳以上のひとり暮らしの方 

     出 演 者：芸人３名を予定 

                   （老人福祉活動事業：諸謝金他 ７６千円） 

 

（４）敬老会への参画 

  ９月１５日から２１日までの１週間を「老人週間」として全国的な運動として実 

施されている中で、本会もポスターを活用し各関係機関に広報啓発を行うとともに、 

市の敬老事業に参画する。 

                 （老人福祉活動事業：消耗品費 ５３０千円） 

 

 （５）災害見舞金の支給・応急援護費交付事業（応急援護費交付規程に基づく） 

    ①災害見舞金 

災害（火災及び風水害等の非常災害）が発生したとき機を失せず被災者に 

   対して見舞い、心身の安定、慰めと更生意欲とを助長し、助け合いの精神の高 

   揚を図る。 

    ②応急援護 

    富里市における市民並びに本市を通過する旅行者で、福祉に関する法律の適 

   用に該当することなく、早急に援護を必要とするものを救済する。 

             （福祉育成・援助活動事業：災害・援護費 ３５千円） 

    

（６）広報活動事業（広報発行規程・広報編集委員会設置要綱に基づく） 

 福祉専門の情報紙として「広報ささえ愛」を発行することにより市民への福祉情

報提供や福祉サービス、福祉制度をお知らせする。また社会福祉協議会の PR にもつ

なげていく。 

 発行予定 年４回（６月・１０月・１月・３月）   

           （福祉育成・援助活動事業：広報費他 １,２５２千円） 

 

    （７）福祉団体等助成事業（福祉活動団体等に対する助成金交付規程に基づく） 

  富里市内の福祉活動団体等及び民間福祉施設に助成金を交付し、地域福祉活動の

促進を図る。 

              （福祉育成・援助活動事業：助成金 １,２５０千円） 

   

（８）歳末たすけあい配分事業（歳末たすけあい運動実施要綱に基づく） 

  共同募金運動(社会福祉法１１２条)の一環として、歳末たすけあい運動を展開し
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本年度に募った募金の実績額を配分し、地域住民やボランティア、民生委員児童委

員、社会福祉施設、地区社会福祉協議会等の関係機関・団体の協力のもと新たな年

を迎える時期に、支援を必要とする人たちが地域で安心して暮らすことができるよ

うに、歳末慰問事業と地域ふれあい事業を実施する。 

 

    ①歳末慰問事業 

    ひとり暮らし高齢者(７５歳以上)、身体障害者手帳１級所持者、在宅重度知

的障害者を対象に担当民生委員が訪問し慰問金を渡すとともに情報提供をする。  

    ②地域ふれあい事業 

    市内の社会福祉施設や NPO 法人、地区社会福祉協議会が年末年始(12/1 ～

1/15)に実施する独自の地域福祉サービス事業、地域住民やボランティアとの交

流事業に対して配分助成する。 

          （歳末たすけあい配分金事業：配分金支出 ２，０００千円） 

 

５．在宅福祉事業５．在宅福祉事業５．在宅福祉事業５．在宅福祉事業    

 （１）福祉機器貸出事業（日常生活用具貸出事業実施要綱に基づく）                           

福祉用具の貸出を行うことで、生活の向上が図られる市民を対象に、３ヶ月を限 

度に無料で介護用ベッド及び車椅子の貸出を行う。なお、介護保険制度の対象とな 

る方は制度を優先する。また、福祉教育等の体験学習などにも積極的に貸出をする。    

                  （在宅福祉事業：保健衛生費 １００千円） 

 

６．受託事業６．受託事業６．受託事業６．受託事業    

 （１）ホームへルプサービス事業 

（富里市高齢者福祉サービス事業実施要綱・委託契約書に基づく） 

  介護保険制度が適用されない高齢者(おおむね６５歳以上)で社会適応が困難な方 

に対し、訪問により日常生活に対する指導、支援を行い、要介護状態を予防する。 

   サービス提供時間：月曜日～金曜日 ８時３０分～１７時１５分 

          （ホームヘルプサービス受託事業：受託金 １，３２１千円） 

 

（２）障害者等生活サポート事業  

（富里市障がい者等生活サポート事業実施要綱・委託契約書に基づく） 

 介護給付支援決定者(自立支援法)以外の方で、日常生活に関する支援が必要と認 
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められた利用者が、在宅で日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況 

に合わせた支援を提供する。 

 サービス提供時間：月曜日～土曜日 ８時３０分～１７時１５分 

        （障害者(児)ホームヘルプサービス事業：受託金 １７９千円） 

 

（３）移送サービス事業 

（富里市移送サービス事業実施要綱・委託契約書に基づく） 

   在宅の要介護、要支援状態にある高齢者及び重度心身障害者を対象に外出支援

サービスを提供することにより、社会参加の促進、健康の増進及び家族の介護支

援を図る。 

    利用目的：医療機関、官公庁、福祉施設、金融機関等への送迎 

    運行範囲：市内及び近隣市町とし片道２０㎞以内 

    運 行 日：月曜日～金曜日（祝日を除く） 

    運行時間：９時～１６時 

    利用回数：一人月４回まで 

    利用料金：課税世帯 １回４００円 非課税世帯 １回２００円 

               （移送サービス事業：受託金 ５,４９２千円） 

 

（４）生きがいデイサービス事業 

      （富里市生きがいデイサービス事業実施要綱・委託契約書に基づく）    

   介護予防の一環として「生きがいデイサービス」を実施。高齢者の社会参加や

自立的な生活の促進をすることで要介護状態になることを防ぎ、健康でいきいき

とした生活を送るため、生活指導・日常動作訓練・健康チェック・レクリエーシ

ョン・給食等を行う。 

     実 施 日：中部（毎月第１．第３水曜日）北部（毎月第２．第４金曜日） 

     開催時間：１０時～１５時 

     対 象 者：おおむね６５歳以上のひとり暮らし高齢者等 

             （生きがいデイサービス事業：受託金 １,３５７千円） 

 

（５）相談支援事業（指定相談支援事業所運営規程に基づく） 

   身心に障害のある方やその家族の方からの相談に応じて、障害者が地域で安心 

して暮らせるよう、また自立した生活を送るために支援する。 

                   （相談支援事業：受託金 ６，６１１千円） 
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  （６）介護予防事業（富里市介護予防出前講座実施要領・委託契約書に基づく） 

   高齢者が介護予防について理解を深めるとともに自主的な取り組みができるよ

う、地区社会福祉協議会・シルバークラブの申請に応じて本会が講師等の手配

を行い講習会を開催し、介護予防に関する情報提供を行う。 

                    （介護予防事業：受託金 ５１４千円） 

  

７．貸付事業７．貸付事業７．貸付事業７．貸付事業    

  （１）高齢者及び重度障害者居室等増改築・改造資金貸付事業 

                   （千葉県社会福祉協議会事務委託事業） 

   高齢者及び障害者の方の世帯に対して住宅改造等の資金を貸付け、自立意欲の

高揚と介護者の負担軽減を図り、居住生活を支援する。 

 

  （２）生活福祉資金貸付事業（千葉県社会福祉協議会事務受託事業） 

 低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯に対し、資金の貸付と民生委員及び社会

福祉協議会とが必要な援助指導を行うことによって、その経済的自立や生活意欲

の助長促進、在宅福祉や社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるよう支援

する。 

 

（３）小口資金貸付事業（小口貸付資金の設置運営規程に基づく） 

   富里市民で生活保護または福祉制度資金等の見通しがつきながら、間に合わな

い場合のつなぎ資金として一時的に融通し、健全な家庭に立ち直らせることを目

的に５万円を限度として貸付を行う。 

  

  （４）臨時特例つなぎ資金貸付事業（千葉県社会福祉協議会事務受託事業） 

   離職者を支援するための公的給付制度又は公的貸付制度を申請している住居の

ない離職者に対して、当該給付金又は貸付金の交付を受けるまでの当面の生活費

を迅速に貸し付けることにより、その自立を支援する。 

 

８．公益事業８．公益事業８．公益事業８．公益事業    

  （１）居宅介護支援事業（指定居宅介護支援事業運営規程に基づく） 

要介護認状態にある高齢者等から介護サービス計画の作成依頼を受け、保健、

医療、福祉サービスを適切に利用できるよう連絡調整を行う。事業の実施にあた
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っては、利用者が可能な限り在宅で自立した日常生活を営むことができるよう、

公平・中立な立場で利用者へ支援を行う。 

 サービス提供時間：月曜日～金曜日 ８時３０分～１７時３０分 

          （指定居宅介護支援事業：人件費他 １０,９９２千円） 

 

（２）居宅訪問介護事業 

 介護保険制度、障害者自立支援制度の利用者及び各制度に該当しない方が在宅

で自立した日常生活を営むことができるように相談、支援を行う。また、関係機

関との連携を図り利用者の心身の状況に合わせた支援ができるよう努める。 

  サービス提供時間：月曜日～土曜日 ８時３０分～１９時 

              （訪問介護事業：人件費等 ２２,０２１千円） 

                 

  （３）富里市福祉センター管理運営事業（老人福祉センター管理規程に基づく） 

   平成２２年４月より指定管理者として市から管理業務を受託し「公の施設とし 

 て、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならず、

住民が公の施設を利用することについて、不当な差別をしてはならない」ことを

念頭においた管理、経営を行う。 

           （福祉センター管理運営事業：受託金 １２，０８８千円） 

 

９．共同募金活動９．共同募金活動９．共同募金活動９．共同募金活動    

   千葉県共同募金会富里支会として、赤い羽根共同募金運動、歳末たすけあい募

金運動を行う。 

  （１）赤い羽根共同募金（活動期間１０月１日～１２月３１日） 

   厚生労働大臣の告示によって定められた期間において、千葉県共同募金会と協

力して募金運動を展開する。戸別世帯、職場、学校、法人等に働きかけ広く募金

運動を周知し、地域福祉の推進への関心を高める。 

   

（２）歳末たすけあい募金（活動期間１２月１日～１２月３１日） 

   共同募金運動の一環として募金運動を行い、集められた募金は、歳末慰問活動、

地域ふれあい事業に活用する。 


